
別紙１ 

設置場所等（地中熱・大島町） 

 

１ 設置場所、設置設備及び設置時期 

所管 設置場所 設置設備と容量 設置予定時期 

大島町 愛らんどセンター 

御神火温泉 

（大島町元町仲の原１－８） 

地中熱利用設備： 

既存空調設備が６系統（冷

房：445kW、暖房 505kW 程

度）、このうち最低３系統（冷

房：140kW、暖房：157kW 程

度） 

令和７年度 

設置場所は、令和５年度「島しょ地域における再エネ拡大検討調査及び小規模実装

事業検討等業務委託」に基づき選定した。 

設置設備と容量は、想定規模であり、詳細は「島しょ地域における再エネ拡大検討

調査及び小規模実装事業検討等業務委託」報告書を参照すること。 

本事業の合計額が予定額の上限を超過した場合は、実施事業者の負担となる。 

なお、設置場所の事前調査において本表の設備の設置が困難であることが判明した場合

は、都、大島町及び実施事業者の間で協議の上、設置場所、設備容量等について決定す

る。 

本資料による定めのない事項・疑義が発生した事項は都、大島町及び実施事業者に

て協議し決定する。 

 

２ 実施事項 

設置設備 設置場所 実施事項 

地中熱利用設備 愛らんどセンター

御神火温泉 

・地中熱利用設備を設置すること 

・熱応答試験を実施し、適切な地中熱利用方

式、地中熱ヒートポンプの性能及び地中熱交換

機の規模を決定すること。その際、熱の移流を

利用したセミクローズドループ方式（地下水移

流型熱交換器）も検討すること。 

・地中熱交換井の掘削間隔は、「官庁施設にお

ける地中熱利用システム導入ガイドライン（案）

（国土交通省）」によること 

・地中熱交換機の埋設（掘削）箇所を大島町と

調整すること 



・地中熱利用システムの導入効果を都民に伝

えるため、空調への地中熱の使用及び地中熱

の採熱・放熱量等をモニター等により表示する

こと 

・地中熱ヒートポンプは塩害防止のため、屋内

に設置すること 

・地中熱利用設備を導入後、地中熱利用エリア

における既存空調設備（室外機）を撤去するこ

と 

・掘削機の搬入時期によっては、工程が遅れる

可能性があるため、フロントローディングにて進

めること 

・環境影響評価（工事用車両や建設機械の稼

働による騒音、振動及び粉じんの調査等）を実

施し、工事中及び供用開始後に想定される影

響の大きさを検討するとともに、必要な対策を

講じること 

・地下埋設物との干渉を調査し、既設埋設物に

影響を与えないよう施工すること 

・関連する法規制や事業の実施に際して必要

な手続き等を整理し、許認可を取得すること 

計測装置  ・各拠点にて効果検証に必要な計測ログが採

取できること 

・各設備のシステムと連携し効果検証に必要な

指令が出せること 

 


